
アーチルにお子さんをご紹介いただく時の流れ

北部発達相談支援センター（北部アーチル）

南部発達相談支援センター（南部アーチル）

      

  

 アーチルでの相談

保護者から生活上困っていること等を聞き取ります。お子さんの状態についてアセスメントをし，保護者にお子

さんの状態について説明をし，必要な支援について話し合います。

 留意事項

＊＊＊アーチルでの相談実施＊＊＊

２．幼稚園・保育所（園）・こども園で「連絡票」

を作成しアーチルに送付

「本人の様子」「担任や園内での支援状況」「支援

の結果改善した点や課題として残っている点」「本

人や保護者の思い」について話し合う

１．ご紹介前の話し合い

（幼稚園・保育所（園）・こども園と保護者）

※アーチル相談予約は，保護者の方からの電話

を承っています。

①幼稚園・保育所（園）・こども園が「連絡票」

を作成する（個別支援計画や面談についての資

料があれば添付）

② 保護者が内容を確認，署名する

③ 保護者がアーチルに「連絡票」を持参する

アーチルが相談で話し合った内容を記録し，

保護者を通して，各機関と共有する

・保護者の同意に基づいて連絡票の作成をお願いします。

・新規相談につきましては例年受付から相談まで 2～3か月程度の時間を要しております。考慮いただきま

して紹介いただきますようにお願いします。

・園からのご紹介でなく，単独で相談されたご家庭でも，保護者の了解を頂いて，アーチルから連絡票の

送付等をお願いする場合がございます。御協力宜しくお願い致します。


